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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成20年4月10日(2008.4.10)

【公開番号】特開2002-252798(P2002-252798A)
【公開日】平成14年9月6日(2002.9.6)
【出願番号】特願2001-48191(P2001-48191)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   5/225    (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  17/04     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  17/20     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  19/02     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/91     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/765    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ 101/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   5/225   　　　Ｆ
   Ｈ０４Ｎ   5/225   　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ   5/225   　　　Ｂ
   Ｈ０４Ｎ   5/225   　　　Ｄ
   Ｈ０４Ｎ   5/225   　　　Ｅ
   Ｇ０３Ｂ  17/04    　　　　
   Ｇ０３Ｂ  17/20    　　　　
   Ｇ０３Ｂ  19/02    　　　　
   Ｈ０４Ｎ   5/91    　　　Ｊ
   Ｈ０４Ｎ   5/91    　　　Ｌ
   Ｈ０４Ｎ 101:00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年2月22日(2008.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】撮像装置
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　外部装置と接続するためのインターフェースと、
前記インターフェースを介して撮像手段によって撮像された画像データを前記外部装置に
転送する場合、レンズ鏡筒の沈胴動作を実行する制御手段とを有することを特徴とする撮
像装置。
　　【請求項２】　請求項１において、前記制御手段は、画像データの転送が開始されて
から所定時間が経過した後に前記レンズ鏡筒の沈胴動作を実行することを特徴とする撮像
装置。
　　【請求項３】　外部装置と接続するためのインターフェースと、前記インターフェー
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スを介して接続された外部装置がスレーブ側の装置であると判断された場合、レンズ鏡筒
の沈胴動作を実行し、前記インターフェースを介して撮像手段によって撮像された画像デ
ータを前記外部装置に転送する制御手段を有することを特徴とする撮像装置。
　　【請求項４】　外部記憶装置と接続するためのインターフェースと、
　前記インターフェースを介して撮像手段によって撮像された画像データを前記外部記憶
装置に転送する場合、レンズを保護するレンズ保護バリアの閉じ動作を実行する制御手段
とを有することを特徴とする撮像装置。
　　【請求項５】　請求項４において、前記制御手段は、画像データの転送が開始されて
から所定時間が経過した後に前記レンズ保護バリアの閉じ動作を実行することを特徴とす
る撮像装置。
　　【請求項６】　外部装置と接続するためのインターフェースと、前記インターフェー
スを介して接続された外部装置がスレーブ側の装置であると判断された場合、レンズを保
護するレンズ保護バリアの閉じ動作を実行し、前記インターフェースを介して撮像手段に
よって撮像された画像データを外部記憶装置に転送する制御手段とを有することを特徴と
する撮像装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　　【０００１】
　　【発明の属する技術分野】
　本発明は、ＣＤＲ、ＣＤ－Ｒ／Ｗ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、及びＤＡＴといったデータの記憶
装置等を本体外に有し、これらとＵＳＢ等の通信手段によって接続可能なデジタルカメラ
などの撮像装置に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、出先でも簡便にデータのバックアッ
プ処理を行うことができる撮像装置を提供することを目的とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、外部装置と接続するためのインターフェースと、前記インターフェースを介して
接続された外部装置がスレーブ側の装置であると判断された場合、レンズ鏡筒の沈胴動作
を実行し、前記インターフェースを介して撮像手段によって撮像された画像データを前記
外部装置に転送する制御手段を有することを特徴とする構成とした。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、外部装置と接続するためのインターフェースと、前記インターフェースを介して
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接続された外部装置がスレーブ側の装置であると判断された場合、レンズを保護するレン
ズ保護バリアの閉じ動作を実行し、前記インターフェースを介して撮像手段によって撮像
された画像データを外部記憶装置に転送する制御手段とを有することを特徴とする構成と
した。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　メモリカード１００６の容量が満杯になったときには、デジタルカメラ１０００のコネ
クタ１０１０に外部ストレージデバイス１０１２（外部記憶装置）を取り付けることで、
メモリカード１００６の内容を大容量で安価な記憶媒体にバックアップすることが可能で
ある。外部ストレージデバイス１０１２としては、例えばＣＤＲやＣＤ－Ｒ／Ｗと呼ばれ
る書き込み可能なＣＤやＭＯ、ＭＤ、ＤＶＤ、ＰＤといったディスク、又はデジタルデー
タの書き込みが可能な８ｍｍフォーマットテープや、ＤＡＴといった記憶媒体を使うこと
ができる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　ステップＳ８００４において、操作スイッチ１０３０等により、バックアップ開始が指
示された場合、メモリカード１００６の容量と、外部ストレージデバイス１０１２の空き
容量を比較し、外部ストレージデバイス１０１２に充分な空き容量がある場合は、メモリ
カード１００６に記憶された画像データの転送を開始する（画像データのバックアップ動
作を開始する）。また、バックアップ処理の開始にともなって、(1)表示素子１０２４お
よびバックライト１０２５の電力の供給の停止、(2)レンズ鏡筒の沈胴動作、(3)レンズ保
護バリアの閉じ動作を行う。以下にこの動作を説明する。
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